
議案第４３号 

 

四万十町集会所等条例の一部を改正する条例について 

 

四万十町集会所等条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  平成２９年６月７日 提出 

 

四万十町長 中尾 博憲   

 

四万十町条例第 号 

 

四万十町集会所等条例の一部を改正する条例 

 

四万十町集会所等条例（平成 18 年四万十町条例第 218 号）の一部を次のように改
正する。 
 
別表第１四万十町上秋丸集会所の項を削る。 
別表第２の表中 

「 ３ 四万十町上秋丸集会所 

利用料金 基本料金 追加料金 備考 

利用場所 ４時間まで ４時間を超える

１時間ごとに 

普通利用 2,860円 190円  

特別利用（宴会等） 4,770円 390円 11人以上 

2,860円 190円 10人以下 

営利目的利用 基本料金及び追加料金の50パーセントに相当

する額を加算する。 

                                 」を削り、 
「４ 四万十町秋丸集会所」を「３ 四万十町秋丸集会所」に、「５ 四万十町野地
集会施設」を「４ 四万十町野地集会施設」に、「６ 四万十町七里集会所」を「５
 四万十町七里集会所」に、「７ 四万十町川奥集会所」を「６ 四万十町川奥集会
所」に、「８ 四万十町小野川集会所」を「７ 四万十町小野川集会所」に、「９ 四
万十町大正北ノ川多目的集会所」を「８ 四万十町大正北ノ川多目的集会所」に、「1
0 四万十町江師生活改善センター」を「９ 四万十町江師生活改善センター」に、

「11 四万十町小野農業構造改善センター」を「10 四万十町小野農業構造改善セン
ター」に、「12 四万十町十和東部地区交流センター」を「11 四万十町十和東部地
区交流センター」に、「13 四万十町十和川口集会所」を「12 四万十町十和川口集
会所」に、「14 四万十町昭和基幹集落センター」を「13 四万十町昭和基幹集落セ
ンター」に、「15 その他の集会所」を「14 その他の集会所」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


